
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  別記様式１

　　　　　　　　　　　　　                        　　　　支出負担行為担当官

大阪航空局長　塩田　昌弘

１． 契約件名 ２Ｗ音声ＩＰアダプタ（NN3001B）６台外１点購入

２． 納入期限 仕様書のとおり

３． 納入場所 仕様書のとおり

４． 調達内容 仕様書のとおり

５． 見積合わせに参加するために必要な資格

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）見積書の提出期限から見積合わせ実施日までの間に、大阪航空局長から航空局所掌の工事

請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年６月２８日付け空経第３８６号）に基づ

く指名停止を受けていない者であること。

  なお、国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）を有していない者にあっては、見積書

の提出期限から見積合わせ実施日時までの間に、大阪航空局長が指名停止期間として措置を

講じる原因となった不正又は不誠実等の事案に関与した者で無いこと（関与した入札案件の

入札事業者が指名停止期間中でないこと。）。

（４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土

交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

６． 資格適合・無効

見積書（別記様式２）又は電子調達システムで見積書を提出する場合は誓約書（別記様式３）

の提出をもって５．（１）～（４）の資格に適合していることを誓約したものとみなす。見積合

わせ実施日において、５．見積合わせに参加するために必要な資格に適合していない者が提出し

た見積書は無効とする。なお、見積書の提出期限までに５．見積合わせに参加するために必要な

資格に適合していない者であっても見積書を提出することは出来るが、見積合わせ実施日までに

適合していることを確認できない場合は、提出した見積書は無効とする。

７． 見積書の提出期限等

（１）紙媒体による場合

持参の場合：令和８年５月１９日（火）１０：００まで

見積の提出を求める公示 

次のとおり、オープンカウンター方式による見積もり合わせに付しますので、

見積書の提出を募集します。 

令和８年４月２４日



郵送の場合：令和８年５月１８日（月）１７：００まで

提出場所   大阪航空局 総務部 契約課契約係

紙媒体で見積書を提出する場合の様式は契約担当官等が指定した様式（別記様式２）とするが、

記載する金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

本案件に係る全ての諸経費等を見積もった契約希望金額を記載し、契約担当官等が示した日時ま

でに、上記提出場所に提出しなければならない。

　なお、見積書の提出にあたっては、見積書を封筒に入れ、封印の上、必ず件名及び提出者名を

明記し、持参、郵送又は民間業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第

２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による

同条第２項に規定する信書便により提出することとし、電報、ファクシミリ及び電話その他の方

法は認めない。なお、見積書提出期限までに到達しなかった見積書は無効とする。

（２） 電子調達システムによる場合

提出期限：令和８年５月１８日（月）１７：００まで

提出場所： https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/

電子調達システムで見積書を提出する場合は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、本案件に係る全ての諸経費等を見積もった契約希望金額の１１

０分の１００に相当する金額を記載し、上記期間内に提出しなければならなく、その際合わせて

誓約書（別記様式３）を内訳添付機能を利用して提出しなければならない。

８． 見積合わせ実施場所：大阪航空局 総務部 契約課契約係

見積合わせ実施日時：令和８年５月１９日（火）１０：００

９． 見積内訳書の要否：否

（要の場合、見積書の提出時に内訳書を添付すること。内訳書が添付されていない見積書は無効

とする。） 

１０．見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。

１１．契約書（又は請書）作成の要否 ：要

１２．その他

・納入する物品については、新品未使用のものに限る。

・見積書合わせ実施日に５．（１）～（４）に適合しない者の見積書は無効とする。 

・本件参加にあたっては、「航空局オープンカウンター方式実施要領」を熟読すること。

・規格は、発注者の使用目的を満たすと認めるものを参考銘柄として記載しているが、本仕様書

で定める規格の製品が納入できない場合、同等品を納入することができる。その場合は、仕様書

別添「同等品規格申請書」を、納入しようとする機器の規格及び、機能を有することが確認でき

る書類（製品仕様書、カタログ等）を添付したうえで、１４.に示す問い合わせ先に問い合わせ

の上、下記期限までに提出し、当局の承認を得る必要がある。なお、承認を受けていない見積書

は無効とする。

提出期限：令和８年５月１３日（水）１７：００まで

提出方法：原則電子メールにて提出すること。

１３．仕様書、見積書（別記様式２）、誓約書（別記様式３）の入手先



（１）電子調達システムにより交付する。

（２）やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者は、下記１

４．に問い合わせること。受付期間は土曜日、日曜日及び休日等（行政機関の休日に関する法律

（昭和６３年法律第９１号）第１条１項に規定する行政機関の休日）を除く毎日、９：００から

１７：００までとする。

１４．契約条件及び納入品に関する問い合わせ先

大阪市中央区大手前３－１－４１　大手前合同庁舎１１階

大阪航空局 総務部 契約課 契約係

ＴＥＬ：０６－６９３７－２７０８

※電子調達システムにおける注意事項

①電子調達システムにより提出する場合は、下記のアプリケーションソフトを使用すること。

＜１＞使用アプリケーション

［１］「一太郎」

［２］「Microsoft Word」

［３］「Microsoft Excel」

［４］その他のアプリケーション

・PDF ファイル

・画像ファイル（JPEG 形式及びGIF 形式）

・上記に加え特別に認めたファイル形式

＜２＞ファイルの圧縮方式

LZH 又はZIP 形式を指定する。但し、自己解凍方式は指定しない。

＜３＞データ容量の制限

電子調達システムにて提出する際のデータの容量は３ＭＢを限度とし、容量を超える場合には、

提出場所へ持参、郵送（書留郵便に限る。提出期間内必着。）又は託送する（書留郵便と同等の

ものに限る。提出期限内必着。）ことにより行うものとする。

②電子調達システム障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は、下記のとおりと

する。

【システム操作、接続確認等の問い合わせ先】

電子調達システムヘルプデスク 

ＴＥＬ：０５７０－０００－６８３（ナビダイヤル）

０３－４３３２－７８０３（ＩＰ電話等をご利用の場合）

【ＩＣカード等の不具合等発生時の問い合わせ先】

ＩＣカード等取得先のヘルプデスクへ問い合わせること。

但し、申請書及び資料の提出期限、入札等の締め切り時間が切迫している場合等、緊急を要する

場合は、１４．に示した機関へ連絡すること。

tel:06-6937-2708
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